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問い合わせ先 

〒360-0846 埼玉県熊谷市拾六間 111-1 

熊谷文化創造館さくらめいと 

総務グループ   

電話：048-532-0002 
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公募の概要 

案
内
書
の
配
布 

○ 配布期間（休館日を除く。） 

  令和７年１月２７日（月）～令和７年２月２０日（木） 

 （あすねっと・ピピアは月曜日が休館日。さくらめいとは火曜日が休館日（祝日の 

２月１１日（火）は開館し、翌日の１２日（水）が休館日）。 

○ 配布時間 

  午前９時から午後５時まで 

○ 配布場所 

・熊谷市拾六間１１１番地１ 

熊谷文化創造館さくらめいと 総合事務室 

 電話：０４８-５３２-０００２ 

  ・熊谷市津田１番地１ 

   大里生涯学習センターあすねっと 事務室 

   電話：０４９３-３６-１１２２ 

・熊谷市千代３２５番地１ 

 江南総合文化会館ピピア 事務室 

   電話：０４８-５３６-６２６２   

公

募

申

込

受

付 

○ 受付期間（火曜日を除く。） 

令和７年２月１３日（木）～令和７年２月２０日（木） 

○ 受付時間 

午前９時から午後５時まで 

○ 受付場所 

熊谷市拾六間１１１番地１ 

熊谷文化創造館さくらめいと 総合事務室 

電話：０４８-５３２-０００２ 

○ 応募資格及び申込方法 

募集要項の２及び３（３、4ページ）のとおり 

質

問

書

受

付 

○ 受付期間（火曜日を除く。） 

令和７年２月３日（月）～令和７年２月７日（金） 

○ 受付時間 

午前９時から午後５時まで 

○ 受付場所 

熊谷市拾六間１１１番地１ 

熊谷文化創造館さくらめいと 総合事務室 

○ 提出方法 

  募集要項の４（３）（４ページ）のとおり 

○ 回答方法 

  令和７年２月１３日（木）までに、熊谷文化創造館さくらめいとの 

ホームページに掲載いたします。 
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設
置
者
選
定
日
等 

○ 選定日時 

令和７年２月２７日（木）午後２時から 

○ 受付時間 

令和７年２月２7日（木）午後１時３０分から午後２時まで 

○ 公募による設置者選定会場 

熊谷市拾六間１１１番地１ 

熊谷文化創造館さくらめいと 練習室２ 

契

約 

○ 契約の締結 

令和７年３月１４日（金）までに締結 

現
場
確
認
に
つ
い
て 

○ 現場確認 

現場確認をされる場合、あらかじめ施設責任者の承諾を得てから 

行ってください。なお、現場確認の際に質問等一切承りませんので、 

御了承ください。 

・ 大里生涯学習センターあすねっと   電話 0493-36-1122 

・ 江南総合文化会館ピピア      電話 048-536-626２ 
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公益財団法人熊谷市文化振興財団における清涼飲料用自動販売機設置者募集要項 

 

公益財団法人熊谷市文化振興財団（以下「財団」という。）が管理運営する施設に清涼飲

料用自動販売機（以下「自動販売機」という。）を設置する事業者（以下「設置者」という。）

を募集します。応募される方は、この募集要項等を御確認・御承知の上、お申し込みくだ

さい。 

 

１ 募集する設置場所、面積等 

（１）設置場所、面積等 別表１のとおり 

（２）期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで５年間（更新なし） 

（３）条件 別紙「仕様書」のとおり 

 

２ 応募資格要件 

次の要件をすべて満たす法人若しくはその他の団体（以下「法人等」という。）又は個 

人が参加することができます。 

（１）熊谷市暴力団排除条例（平成２５年度条例第２８号）第２条に規定する暴力団及び 

その暴力団員でないこと。 

（２）無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に 

基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがされて 

いない者であること及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続 

開始の申立てがされていない者であること。 

（４）自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する３年以上の実績を有している 

こと。 

（５）法人等にあっては、埼玉県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては、熊 

  谷市内で事業を営んでいること。 

 

３ 応募の手続 

（１）応募書類の提出期間 

令和７年２月１３日（木）から令和７年２月２０日（木）まで（火曜日を除く。） 

受付時間 午前９時から午後５時まで 

（２）提出場所 

熊谷市拾六間１１１番地１ 熊谷文化創造館さくらめいと 総合事務室 

（３）提出書類 

ア 募集申込書（１部提出） [様式第１号]   

イ 販売手数料提案書（応募する設置番号ごとに提出） [様式第２号] 

※  別紙の「封筒の作成例」を参照の上、設置を希望する番号ごとに作成し、封筒

には販売手数料提案書のみ封入して提出してください。 

ウ 販売品目等提案書（応募する設置番号ごとに提出） [様式第３号] 

エ 法人等の場合は、商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書（１部提出 写し可） 

    個人の場合は、住民票（３か月以内、個人番号（マイナンバー）の記載がないもの） 
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オ 法人等の場合は、会社概要（１部提出 パンフレット可） 

カ 設置使用する自動販売機のカタログ（消費電力や環境対策等の仕様が記載されて

いるもので写しでも可） 

キ 誓約書（１部提出） [様式第４号]  

ク 委任状（１部提出） [様式第５号] （代理人が応募等を行う場合に提出） 

※  提出書類は、返却いたしません。また、財団が必要と判断した場合には、上記 

の他に追加資料を提出していただくことがあります。 

（４）提出方法 

３（１）の提出期間内に、提出に必要な書類を熊谷文化創造館まで直接持参してく 

ださい（郵送、電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。）。 

（５）販売手数料提案書に記載する割合 

   販売手数料提案書に記載する販売手数料割合は、総売り上げに対する割合（％）を 

記載してください。 

（６）一度提出した提案書の書換え、引換え又は撤回はできません。 

  

４ 質問書の提出及び回答 

（１）受付期間及び回答 

令和７年２月３日（月）から令和７年２月７日（金）まで（火曜日を除く。） 

午前９時から午後５時まで 

（２）受付場所 熊谷文化創造館さくらめいと 総合事務室 

（３）提出方法 

質問書[様式第６号]により、受付場所に持参してください。 

※ 質問がない場合は、提出不要です。 

（４）回答の時期及び方法 

令和７年２月１３日（木）までに、熊谷文化創造館さくらめいとのホームページに 

掲載します。 

※  電話などでの問合せ・質問に関しては、受付けませんので、必ず書面にて質問 

書を持参してください。 

 

５ 設置者の選定期日と選定方法 

（１）日時 令和７年２月２７日（木）午後２時から（時間厳守） 

（受付時間は、午後１時３０分から午後２時まで） 

場所 熊谷文化創造館さくらめいと 練習室２ 

※ 公開選定への立ち合い（２人以内）は、事前の申し込みは不要です。 

（２） 応募書類の審査を行い、必要な資格を満たしている者を設置者の選定対象とします。 

（３）販売手数料割合（％）を公開で開封し、財団が設定する設置番号ごとの最低販売手

数料割合（％）以上で、かつ、最も高い割合（％）の提案を行った者を選定し、設置

者とします。                                  

   ア 設置番号１  （あすねっと）：最低販売手数料割合「１０％」  

   イ 設置番号２・３（ピピア）  ：最低販売手数料割合「２０％」  

なお、最高割合（％）の提案者が２者以上ある場合は、くじにより選定します。 
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６ 無効な応募 

次のいずれかに該当する応募は無効とします。 

（１）不正行為による応募 

（２）販売手数料提案書に記載された割合（％）が最低販売手数料割合に満たない場合 

（３）応募した数字が訂正されている場合 

（４）応募者の記名、押印が欠けている場合 

（５）誤字、脱字等により、意思表示が不明確な場合 

（６）募集申込書（添付書類を含む。）に虚偽の記載を行ったもの 

 

７ 契約の締結 

（１）設置者には、令和７年３月１４日（金）までに財団と契約を締結していただきます。

契約書（案）は、財団で作成します。 

（２）契約書に貼付する収入印紙及び本件契約締結に関して必要な経費は、設置者の負担

となります。 

（３）正当な理由がなく、指定期日までに契約を締結しない場合は、設置者の決定を取り

消し、提案販売手数料割合の高い（同割合の場合は、その都度くじにより決定する。）

順に契約交渉を行います。 

（４）（３）により設置者の決定を取り消された者は、次回から応募資格がないものとしま

す。 

 

８ その他の注意事項 

（１）災害時の無償提供（詳細は、熊谷市危機管理課に確認してください。） 

避難所又は防災拠点に設置する自動販売機については、熊谷市内で震度５弱以上の 

地震又は水害等により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、市の災害対 

策本部が設置され、避難所に多数の住民が避難し、自動販売機内の清涼飲料を避難住 

民に無償で提供する必要があると市が判断したときは、自動販売機内のすべての在庫

品を無償で市に提供することになります。 

（２）電気子メーター 

   電気の子メーターの設置が原則となります。なお、電気子メーターの設置に係る費 

用は設置者の負担となります。 

（３）電気料金 

自動販売機の使用電気料は、設置者の負担とし、子メーターの検針により使用した 

電気量に基づき、財団が算定した電気料を、財団が発行する請求書により財団が指定

する期日までに納入することになります。 

（４）費用負担 

自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者の負担となります。 

（５）販売手数料 

   財団に納入する販売手数料は、毎月末締めによる販売実績（各販売商品の販売価格 

（消費税及び地方消費税を含む。）に販売本数を乗じて得た額）に落札した割合（％） 

を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り捨てるも

のとする。）とします。 
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また、設置者は、販売実績及び販売手数料を、翌月の２０日までに、財団に報告し、 

報告後は、財団が発行する請求書により財団が指定する期日までに納入することにな 

ります。 

 

９ 問い合わせ先 

熊谷市拾六間１１１番地１ 熊谷文化創造館さくらめいと 山崎 

電話 048-532-0002 
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別表１ 設置場所、面積等 

設置番号 施設名称 所在地 場 所 面積

（㎡） 

備考 

１ 大里生涯学習センター   

あすねっと 

熊谷市津田 

1-1 

事務室前① 

 

2.00  

２ 江南総合文化会館 

ピピア 

熊谷市千代

325-1 

休憩コーナー① 

 

2.00  

３ 江南総合文化会館 

ピピア 

熊谷市千代

325-1 

休憩コーナー② 

 

2.00  

 

※ 販売商品は、酒類を除く清涼飲料全般とし、容器は、缶・ペットボトルの使用とし 

ます。 



様式第 1 号 

受付番号    

（受付番号は記入しないこと。） 

清涼飲料用自動販売機設置者募集申込書 

令和  年   月   日  

公益財団法人熊谷市文化振興財団 

理 事 長     小 林 哲 也  宛 

 

住  所 

氏  名  

（法人名） 

     代表者名              印 

担当者名 

連 絡 先         

 

自動販売機設置者募集（大里生涯学習センター内・江南総合文化会館内）について、 

募集要項を熟知の上、別紙のとおり必要書類を添えて申し込みます。  

 

 設置 

番号 

施設名称 所在地 場 所 面積㎡ 応募 

の有無 

１ 大里生涯学習センター   

あすねっと 

熊谷市津田

1-1 

事務室前① 2.00  

２ 江南総合文化会館 

ピピア 

熊谷市千代

325-1 

休憩コーナー① 2.00  

３ 江南総合文化会館 

ピピア 

熊谷市千代

325-1 

休憩コーナー② 2.00  

 

 ※  応募する設置番号について、上表の「応募の有無」欄に○印を記入してください。  

〔添付書類〕 募集要項「３ 応募の手続」を参照のこと。 

  

 

 



様式第２号 

設 置 

番 号  
  

（必ず記入） 

販売手数料提案書 

自動販売機の設置に係る提案 

 

施設名称・場所                     （必ず記入・丸数字も記入） 

 

  提案販売手数料割合  

十の位  一の位  

％ 

   

  「自動販売機設置者募集要項」及び「自動販売機設置に係る仕様書」の内容を熟知し、 

上記割合のとおり提案します。      

 令和  年  月  日  

  公益財団法人熊谷市文化振興財団 

理 事 長     小 林 哲 也  宛        

                                 住 所 

                    応募者    氏 名  

                       （法人名）  

                  代表者名                 印 

 

※ 提案販売手数料割合は、算用数字で記入してください。 

※ 販売手数料は、販売実績（消費税及び地方消費税を含む額）に対する割合とします。  

※ この販売手数料提案書は、設置番号ごとに封筒に入れ、継目部分に割印（担当者印で可） 

を押印してください（封筒の書き方は別紙「作成例」を参照）。 

 



割印 

参 考 

販売手数料提案書を入れる封筒の作成例  

 （表）  

   

 

販売手数料提案書在中       

  

 

  

 

 ○ 販売手数料提案書は、応募する設置番号ごとに封筒に入れ、のりで封をした後に封筒

の継ぎ目３か所に割印を押印してください。なお、 上記の封筒はあくまでも例ですので、

自社の封筒や市販の封筒でも結構ですが、可能であれば長形３号（120ｍｍ×235ｍｍ）

とし、使用する封筒に応じて、封筒の継ぎ目に割印（担当者印でも可）を押印してくだ

さい。 

 ○ 表には「販売手数料提案書在中」「設置番号」「施設名称及び場所」「応募者の住所、氏

名（法人名）、代表者名」を必ず記載してください。  

 ○ 氏名（法人名）の欄には押印の必要はありません。  

 

（裏）  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  割印            割印   

施設名称     大里生涯学習センターあすねっと 

及び場所     事務室前① 

 

 

  

設置番号  １ 

住 所   熊谷市〇〇町〇丁目〇〇番地 

氏 名 

（法人名）  株式会社 〇〇〇〇 

代表者名  代表取締役 〇〇 〇〇 



様式第３号 

販売品目等提案書 

設置番号 

（必ず記入） 

 施設名称 

及び場所 

 

氏名又は法人名  

設置する自動販売機 

メ ー カ ー 名  型   式  

定 格 出 力  省エネ機能  

販売予定品目 

NO 商 品 名 内容量 

（ｍｌ） 

容器の 

種 類 

標準価格 

（税込）円 

販売価格 

（税込）円 

備考 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

※  商品内容は、申込書提出時の予定を記載し、申込書提出後に新商品の販売等で商品 

内容に変更が生じても提案書の訂正は必要ありません。 



様式第４号 

 

誓約書 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人熊谷市文化振興財団 

理 事 長     小 林 哲 也  宛 

 

                       住 所 

                   申込者 氏 名                        印 

                      （法人名） 

連絡先 

 

清涼飲料用自動販売機設置者募集への参加申し込みに当たり、下記の事項について相違

ないことを確約し、貴財団における入札、契約等に係る諸規定を遵守し、公正な入札をい

たします。 

これらが事実と相違することが判明した場合には、当該事実に対し貴財団が行う一切の

措置について異議の申し立ては行いません。 

記 

（１） 熊谷市暴力団排除条例（平成２５年度条例第２８号）第２条に規定する暴力団及び

その暴力団員ではありません。 

（２） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）に基づく処分を受けている団体及びその構成員ではありません。 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがされて

いる者及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

てがされている者ではありません。 

（４） 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する３年以上の実績を有していま

す。 

（５） 法人等にあっては、埼玉県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては、 

熊谷市内で事業を営んでいます。 

（６） 応募に当たっては、「募集要項」及び「仕様書」の記載事項を承知した上で参加し

ます。 

 

 



様式第５号 

 

委任状 

 

公益財団法人熊谷市文化振興財団 

理 事 長     小 林 哲 也  宛 

 

 

私は、（住 所） 

 

（氏 名）            

 

を代理人と定め、令和６年度公益財団法人熊谷市文化振興財団が管理する施設における 

清涼飲料用自動販売機設置者募集に関する一切の権限を委任します。 

 

 

代理人使用印 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

                  住  所 

             委任者  氏  名 

（法人名） 

代表者名              印 

 

 

 



様式第６号 

質 問 書 

 令和   年   月   日  

公益財団法人熊谷市文化振興財団 

理 事 長     小 林 哲 也  宛 

 

                             住  所  

                             氏  名 

（法人名）  

担当者氏名 

                                    電 話 番 号                     

ＦＡＸ番号                     

メールアドレス   

 

  清涼飲料用自動販売機設置者募集について、下記のとおり質問します。  

 

記 

 

設置番号                        

 

 施設名称 

 及び場所                             

 

  質問事項（複数の質問がある場合は、適宜、別紙を使用してください。）  

 

 

 

 

 



清涼飲料用自動販売機設置に係る仕様書 

 

１ 設置場所等 

設置 

番号 
施設名称 所在地 場 所 面 積 台数 

１ 
大里生涯学習センター 

あすねっと 

熊谷市 

津田 1-1 

事務室前① 

（略図を参照） 
２．０㎡ 1 台 

 ※ 面積には、放熱余地・回収ボックス等の設置部分を含む。 

 

２ 期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（更新なし） 

 

３ 設置する自動販売機の規格及び設置者の遵守事項  

(1) 大きさ及びデザイン 

ア 大きさ 

概ね幅 1250 ㎜×奥行 950 ㎜×高さ 2000 ㎜以内とする。 

イ デザイン 

周辺環境に配慮し、著しく華美なものでないこと。 

ユニバーサルデザインの自動販売機とすること。 

(2) 環境対策 

ア 省エネルギー 

   「照明の自動点滅･減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」

並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資す

る技術等を導入した機種とする。 

イ ノンフロン冷媒 

二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として採用した機種とする。 

(3) 安全対策 

ア 転倒防止 

  「自動販売機の据付基準」（JIS 規格）及び「自動販売機据付基準マニュ

アル」（日本自動販売機工業会作成）を遵守した措置を講じること。 

イ 食品衛生 

  「食品、添加物等の規格基準」（食品衛生法）及び「自動販売機の食品衛

生に関する自主的取扱要領」（業界自主基準）等を遵守し、販売商品の衛

生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受

けなければならない。 

ウ 防  犯 

硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は

偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内



設置であっても「自販機堅牢化基準」（日本自動販売機工業会作成）を遵

守し、犯罪防止に努めるものとする。 

(4) 使用済み容器の回収 

  ア 回収ボックスの設置場所は、原則として自動販売機脇とし、缶・ペット

ボトルを分別回収できるものとすること。 

  イ 回収ボックスは、回収頻度等を考慮し、使用済み容器が溢れて周囲に散

乱しない十分な収用容積とすること。 

(5) 自動販売機の設置及び管理運営 

  ア 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収

及び釣銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃等を

行うこと。 

  イ 設置者において、随時自動販売機の保守を行うほか、故障や問い合わせ

についての連絡先を明記し、設置者の責任において即時対応すること。 

 

４ 販売商品の種類等 

(1) 種類  

酒類を除く清涼飲料全般とし、容器は、缶・ペットボトルを使用すること。） 

(2) 価格  

標準販売価格より高く販売しないこと。 

 

５ 電気料 

  電気料は、設置者の負担とし、子メーターの検針により使用した電気量に基

づき公益財団法人熊谷市文化振興財団（以下「財団」という。）が算定した電

気料を、財団が発行する請求書により財団が指定する期日までに納入する。 

 

６ 販売手数料 

  販売手数料は、毎月末締めによる販売実績（各販売商品の販売価格（消費税

及び地方消費税を含む。）に販売本数を乗じて得た額）に落札した割合（％）

を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。）とする。  

また、設置者は、販売実績及び販売手数料を、翌月の２０日までに、財団に

報告し、報告後は、財団が発行する請求書により財団が指定する期日までに納

入する。  

 

７ 費用負担 

(1) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。 

(2) 電気子メーター設置に係る費用は、設置者が負担する。 

 

 

 



８ 設置場所の返還 

  契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して財団の確

認を受けなければならない。 

 

９ 自動販売機設置に伴う事故 

  財団の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。 

 

10 商品等の盗難及び破損 

(1) 財団の責に帰することが明らかな場合を除き、財団はその責を負わない。 

(2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担に 

より速やかに復旧しなければならない。 

 

11 特記事項 

  災害時の無償提供（詳細は、熊谷市危機管理課で確認してください。） 

   当該施設は、災害時に避難所となるため、熊谷市内で震度５弱以上の地震又

は水害等により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、市の災害対

策本部が設置され、避難所に多数の住民が避難し、自動販売機内の清涼飲料を

無料で提供する必要があると市が判断したときは、自動販売機内のすべての在

庫品を無償で市に提供すること。 

 

12 参考データ 

(1) 自動販売機の売上本数（１年間の実績） 

場 所 種 別 
１年間の売上本数 

（R5.10～R6.9） 
備 考 

自動販売機コーナー① 缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ １,９５７本  

 

(2) 大里生涯学習センターの利用状況（令和５年度） 

年間施設利用者数  45,818 人（文化ホールと図書館の合計） 

年間開館日  309 日/年 

１日当たり施設利用者  148 人/日 

開館時間  9：00～21：30 まで 

職員数 12 人(全体） 

 

 



清涼飲料用自動販売機設置に係る仕様書 

 

１ 設置場所等 

設置 

番号 
施設名称 所在地 場 所 面積 台数 

２ 
江南総合文化会館

ピピア 

熊谷市 

千代 325-1 

休憩コーナー① 

（略図を参照） 
２．０㎡ 1 台 

 ※ 面積には、放熱余地・回収ボックス等の設置部分を含む。 

 

２ 貸付期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（更新なし） 

 

３ 設置する自動販売機の規格及び設置者の遵守事項  

(1) 大きさ及びデザイン 

ア 大きさ 

概ね幅 1250 ㎜×奥行 950 ㎜×高さ 2000 ㎜以内とする。 

イ デザイン 

周辺環境に配慮し、著しく華美なものでないこと。 

ユニバーサルデザインの自動販売機とすること。 

(2) 環境対策 

ア 省エネルギー 

   「照明の自動点滅･減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」

並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資す

る技術等を導入した機種とする。 

イ ノンフロン冷媒 

二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として採用した機種とする。 

(3) 安全対策 

ア 転倒防止 

   「自動販売機の据付基準」（JIS 規格）及び「自動販売機据付基準マニュ

アル」（日本自動販売機工業会作成）を遵守した措置を講じること。 

イ 食品衛生 

   「食品、添加物等の規格基準」（食品衛生法）及び「自動販売機の食品

衛生に関する自主的取扱要領」（業界自主基準）等を遵守し、販売商品の

衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を

受けなければならない。 

ウ 防  犯 

硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は

偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内



設置であっても「自販機堅牢化基準」（日本自動販売機工業会作成）を遵

守し、犯罪防止に努めるものとする。 

(4) 使用済み容器の回収 

  ア 回収ボックスの設置場所は、原則として自動販売機脇とし、缶・ペット

ボトルを分別回収できるものとすること。 

  イ 回収ボックスは、回収頻度等を考慮し、使用済み容器が溢れて周囲に散

乱しない十分な収用容積とすること。 

(5) 自動販売機の設置及び管理運営 

  ア 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収

及び釣銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃等を

行うこと。 

  イ 設置者において、随時自動販売機の保守を行うほか、故障や問い合わせ

についての連絡先を明記し、設置者の責任において即時対応すること。 

 

４ 販売商品の種類等 

(1) 種類  

酒類を除く清涼飲料全般とし、容器は、缶・ペットボトルを使用すること。 

(2) 価格  

標準販売価格より高く販売しないこと。 

 

５ 電気料 

  電気料は、設置者の負担とし、子メーターの検針により使用した電気量に基

づき公益財団法人熊谷市文化振興財団（以下「財団」という。）が算定した電

気料を、財団が発行する請求書により財団が指定する期日までに納入する。 

 

６ 販売手数料 

  販売手数料は、毎月末締めによる販売実績（各販売商品の販売価格（消費税

及び地方消費税を含む。）に販売本数を乗じて得た額）に落札した割合（％）

を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。）とする。  

また、設置者は、販売実績及び販売手数料を、翌月の２０日までに、財団に

報告し、報告後は、財団が発行する請求書により財団が指定する期日までに納

入する。  

 

７ 費用負担 

(1) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。 

(2) 電気子メーター設置に係る費用は、設置者が負担する。 

 

 

 



８ 設置場所の返還 

契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、現状に回復して財団の確

認を受けなければならない。 

 

９ 自動販売機設置に伴う事故 

  財団の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。 

 

10 商品等の盗難及び破損 

(1) 財団の責に帰することが明らかな場合を除き、財団はその責を負わない。 

(2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担に 

より速やかに復旧しなければならない。 

 

11 特記事項 

  災害時の無償提供（詳細は、熊谷市危機管理課で確認してください。）  

当該施設は、災害時に避難所となるため、熊谷市内で震度５弱以上の地震又 

は水害等により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、市の災害対

策本部が設置され、避難所に多数の住民が避難し、自動販売機内の清涼飲料を

無料で提供する必要があると市が判断したときは、自動販売機内のすべての在

庫品を無償で市に提供すること。 

 

12 参考データ 

(1) 財団の自動販売機の売上本数（１年間の実績） 

場 所 種 別 
１年間の売上本数 

（R5.10～R6.9） 
備 考 

休憩コーナー① 缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ ３，８１０本  

 

(2) 江南総合文化会館の利用状況（令和５年度） 

年間施設利用者数 72,820 人（文化会館、公民館、図書館の合計）   

年間開館日 354 日/年   

１日当たりの施設利用者  206 人/日   

開館時間 9：00～21：30 まで 

職員数 21 人(全体） 

 

 

 

 

 

 



 

清涼飲料用自動販売機設置に係る仕様書 

 

１ 設置場所等 

設置 

番号 
施設名称 所在地 場 所 面 積 台数 

３ 
江南総合文化会館

ピピア 

熊谷市 

千代 325-1 

休憩コーナー② 

（略図を参照） 
２．０㎡ 1 台 

 ※ 面積には、放熱余地・回収ボックス等の設置部分を含む。 

 

２ 貸付期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（更新なし） 

 

３ 設置する自動販売機の規格及び設置者の遵守事項  

(1) 大きさ及びデザイン 

ア 大きさ 

概ね幅 1250 ㎜×奥行 950 ㎜×高さ 2000 ㎜以内とする。 

イ デザイン 

周辺環境に配慮し、著しく華美なものでないこと。 

ユニバーサルデザインの自動販売機とすること。 

(2) 環境対策 

ア 省エネルギー 

   「照明の自動点滅･減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」

並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資す

る技術等を導入した機種とする。 

イ ノンフロン冷媒 

二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として採用した機種とする。 

(3) 安全対策 

ア 転倒防止 

   「自動販売機の据付基準」（JIS 規格）及び「自動販売機据付基準マニュ

アル」（日本自動販売機工業会作成）を遵守した措置を講じること。 

イ 食品衛生 

   「食品、添加物等の規格基準」（食品衛生法）及び「自動販売機の食品

衛生に関する自主的取扱要領」（業界自主基準）等を遵守し、販売商品の

衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を

受けなければならない。 

ウ 防  犯 

硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は

偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内



 

設置であっても「自販機堅牢化基準」（日本自動販売機工業会作成）を遵

守し、犯罪防止に努めるものとする。 

(4) 使用済み容器の回収 

  ア 回収ボックスの設置場所は、原則として自動販売機脇とし、缶・ペット

ボトルを分別回収できるものとすること。 

  イ 回収ボックスは、回収頻度等を考慮し、使用済み容器が溢れて周囲に散

乱しない十分な収用容積とすること。 

(5) 自動販売機の設置及び管理運営 

  ア 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収

及び釣銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃など

を行うこと。 

  イ 設置者において、随時自動販売機の保守を行うほか、故障や問い合わせ

についての連絡先を明記し、設置者の責任において即時対応すること。 

 

４ 販売商品の種類等 

(1) 種類  

酒類を除く清涼飲料全般とし、容器は、缶・ペットボトルを使用すること。 

(2) 価格  

標準販売価格より高く販売しないこと。 

 

５ 電気料 

  電気料は、設置者の負担とし、子メーターの検針により使用した電気量に基

づき公益財団法人熊谷市文化振興財団（以下「財団」という。）が算定した電

気料を、財団が発行する請求書により財団が指定する期日までに納入する。 

 

６ 販売手数料 

  販売手数料は、毎月末締めによる販売実績（各販売商品の販売価格（消費税

及び地方消費税を含む。）に販売本数を乗じて得た額）に落札した割合（％）

を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。）とする。  

また、設置者は、販売実績及び販売手数料を、翌月の２０日までに、財団に

報告し、報告後は、財団が発行する請求書により財団が指定する期日までに納

入する。  

 

７ 費用負担 

(1) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。 

(2) 電気子メーター設置に係る費用は、設置者が負担する。 

 

 

 



 

８ 設置場所の返還 

 契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、現状に回復して財団の確

認を受けなければならない。 

 

９ 自動販売機設置に伴う事故 

  財団の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。 

 

10 商品等の盗難及び破損 

(1) 財団の責に帰することが明らかな場合を除き、財団はその責を負わない。 

(2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損及び毀損したときは、自らの負担に 

より速やかに復旧しなければならない。 

 

11 特記事項 

 災害時の無償提供（詳細は、熊谷市危機管理課で確認してください。） 

当該施設は、災害時に避難所となるため、熊谷市内で震度５弱以上の地震又 

は水害等により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、市の災害対 

策本部が設置され、避難所に多数の住民が避難し、自動販売機内の清涼飲料を 

無料で提供する必要があると市が判断したときは、自動販売機内のすべての在

庫品を無償で市に提供すること。 

 

12 参考データ 

(1) 自動販売機の売上本数（１年間の実績） 

 設置場所 種別 
１年間の売上本数 

（R5.10～R6.9） 
備 考 

休憩コーナー② 缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ ３，３１９本  

 

(2) 江南総合文化会館の利用状況（令和５年度） 

施設利用者数 72,820 人（文化会館、公民館、図書館の合計）   

年間開館日 354 日/年   

１日当たりの施設利用者  206 人/日   

開館時間 9：00～21：30 まで 

職員数 21 人(全体） 

 

 

 

 

 

 



設置番号 1 設置場所     大里生涯学習センターあすねっと　事務室前①

略図

事務室

特記事項

・当該施設は、災害時に避難所となるため、熊谷市内で震度５弱以上の地震又は水害等により災害が発生し、
又は発生するおそれがある場合で、市の災害対策本部が設置され、避難所に多数の住民が避難し、自動販売
機内の清涼飲料を無料で提供する必要があると市が判断したときは、自動販売機内のすべての在庫品を無償
で市に提供すること。

・ 面積
２．０㎡（放熱余地を含む。）

・ 天井高さ
２.８ｍ

自販機①

回収ボックス

風
除
室 公

衆
電
話

自動ドア



設置番号 3 設置場所 　　　　　　江南総合文化会館ピピア　休憩コーナー②

略図

入口

特記事項

・当該施設は、災害時に避難所となるため、熊谷市内で震度５弱以上の地震又は水害等により災害が発生し、
又は発生するおそれがある場合で、市の災害対策本部が設置され、避難所に多数の住民が避難し、自動販売
機内の清涼飲料を無料で提供する必要があると市が判断したときは、自動販売機内のすべての在庫品を無償
で市に提供すること。

通路

柱

・ 面積
２．０㎡（放熱余地・回収ボックス等の設置
部分を含む。）

・ 高さ
２ｍまで

回収ボックス

休憩コーナー

厨房 応接室 事務室

①②


